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１．はじめに

行政機関は地震による被害状況を迅速に把握する

必要がある。国総研では、国土交通省が管理する河

川や道路等に設置したCCTV（ Closed Circuit

Television）カメラに映し出された地震発生直後の

画像を平常時の画像と比較し、被害の可能性がある

「変化」を差分として検出することで初動対応を支

援する研究を行っている。本研究では、平常時には

試験対象のCCTVカメラの画像を定期的に取得し、地

震発生時には気象庁が発表する地震情報を受信した

直後に、震源地付近に位置する試験対象のCCTVカメ

ラの画像を自動で取得するシステム（以下、本シス

テムという。）を開発している。

差分を検出するアルゴリズムは数多く提案されて

いるものの、100％の精度を有するものはない。ノイ

ズ（例えば、移動している車体）を除去するには、

定点を監視しているカメラから一定の時間間隔で複

数枚の画像を取得し、統計処理を行う必要がある。

具体的な手法については既報1)を参考にされたい。

本稿では、省内の統合災害情報システム(DiMAPS)

を用いた本システムの試行実験について述べる。

２．DiMAPSを用いた試行試験

DiMAPSとは、現場から災害情報を収集して、地図

上にわかりやすく表示することができるGISである。

本システムで2019年2月14日にDiMAPSと通信試験し

た際に、閲覧した画面を図-1に示す。本システムで

作成する画像については、画面右側から「被害画像」

のレイヤを選択すると、本システムで差分を検出し

たCCTVカメラのサムネイル画像の一覧が画面の下段

にリストアップされる。詳細に確認したいCCTVカメ

ラ画像の「画面詳細」を選択すると、図-2のように

拡大された画像を閲覧可能である。被害の可能性が

ある「変化」が検出された領域を赤色で着色する機

能を具備している。図-2の例では水位下降による橋

脚表面の変化を検出している。

図-1 通信試験後のDiMAPS画面

図-2 本システムで作成した画像の例

３．おわりに

今後は本システムで対象とするCCTVカメラを追加

し、実務での課題を把握していく予定である。

☞詳細情報はこちら

1) CCTVカメラによる被災状況の把握手法～地震による被

害箇所を背景差分法で検出する際のノイズ除去に最適な

画像枚数の検証～，JACIC情報第119号，日本建設情報総合

センター, Vol.33, No.2, pp.19-24, 2019.
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１．はじめに 

近年、国土交通省直轄の大規模災害復旧・復興事

業、大規模事業において、業務の指導・調整、地元・

関係機関協議、工程・コスト管理等のマネジメント

業務を官民の技術者が一体となって行う事業促進Ｐ

ＰＰを導入している（図-1）。事業促進ＰＰＰは、

平成24年度以降、東北の復興道路等で導入している

ものの、標準的な実施手法が確立しておらず、必要

なときに速やかに導入する上で課題となっていた。 

国総研社会資本マネジメント研究室は、事業促進

ＰＰＰの実施状況、課題等を調査し、事業促進ＰＰ

Ｐの実施手法を提案した。 

２．研究の内容・成果 

(1) 受発注者へのヒアリングによる実施状況把握

東北の復興道路、熊本の復旧・復興事業、関東の

東関道、圏央道等における事業促進ＰＰＰ（熊本は

ＰＭ・ＣＭ）の受発注者双方にヒアリングを実施し

た。その結果、発注者から受発注者が一丸となった

事業促進を重視する姿勢が示された一方、受注者か

ら業務内容がわかりづらい、常駐・専任の負担が大

きい等の課題が示された。 

(2) 事業タイムラインの整理・分析

業務・工事の履歴から事業タイムラインを整理し

た結果、多くの事業で１）被災状況の把握、２）予

備検討・設計、３）詳細検討・設計、４）準備工事、

５）本体工事の共通する流れを把握した。タイムラ

インとの関連づけにより、発災直後は既存の維持工

事や災害協定を活用し、本復旧に向けて事業促進Ｐ

ＰＰを導入する効果的な導入時期の考え方を提示で

きたとともに、事業促進ＰＰＰの業務内容や技術者

要件の明示が可能となった（図-2）。 

(3) 業務記録簿等の分析

  事業促進ＰＰＰの業務記録簿等を分析した結果、

資料作成や設計図面の修正を事業促進ＰＰＰの受注

者が行う例があることを把握した。これらの作業は、

発注者支援業務、設計業務等と分担可能である。ま

た、技術提案・交渉方式を適用すれば、施工者の知

見を設計に反映でき施工の手戻りを回避できる。こ

のように、事業促進ＰＰＰの常駐・専任の負担軽減

に配慮した効果的な体制構築の考え方を提示した。 

３．成果の活用 

成果は、国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関す

るガイドライン（平成31年3月予定）に反映された。

事業促進ＰＰＰが地方整備局等で必要なときに速や

かに導入され、普及展開する効果が期待される。 

 
http://www.nilim.go.jp/lab/peg/hatyusyasekinin_manebukai.html 
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図－２  事業促進ＰＰＰの位置づけ 

【☞詳細情報はこちら】

図－１  災害復旧・復興事業のタイムライン 
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